坂城都市計画道路および用途地域の見直し（案）に関する意見書
	住　所
	


	氏　名
※法人等の場合は名称及び代表者氏名
	

	
該当する項目に✔
	□町内に住所を有する
□町内に通勤・通学している
□本件見直し（案）に関して利害関係を有する

	電話番号
※記入は任意です
	

	メールアドレス
※記入は任意です
	

	意見の内容
	













■提出期限　　令和８年５月２２日（金）必着
※期限を過ぎた場合は、意見書の受付はできません。

■提 出 先　　〒389-0692　埴科郡坂城町大字坂城10050番地
坂城町役場 建設課 都市・公園係

■提出方法　　①郵送または持参 ②FAX（0268-82-3054） ③メール（下記参照）　のいずれか

■そ の 他　　・意見書に記載された個人情報については、一切公表いたしません。
・意見書が提出できるのは、町内に在住、在勤、在学の方、又は本件見し案に
利害関係がある方です。
・電話や口頭での受付はしませんので、ご了承ください。

■お問合せ　　坂城町役場 建設課 都市・公園係
　　　　　　　電話：0268-75-6208（課直通）
　　　　　　　FAX：0268-82-3054
　　　　　　　メール：tosikou@town.sakaki.lg.jp
